
 

第50回 横浜市屋外広告物審議会 

 

次   第 

 

 

日 時   平成25年７月２日（火曜日） 

           午後３時から午後５時まで 

  

会 場   横浜市庁舎 ５階 関係機関執務室３ 

 

 

次 第 

 

 

 １ 議 事 

 
（１）一時的に映像を表示する場合の屋外広告物条例上の取扱いについて

           （審議） 

 

 

（２）条例第６条に掲げる指定地域における適用の除外の取扱いについて

           （審議） 

 

 

（３）その他 

 

 

２ 閉会 



 

 

 

【第５０回横浜市屋外広告物審議会座席表】 
会場： 横浜市庁舎 ５階 関係機関執務室３ 
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   第２９期横浜市屋外広告物審議会名簿     

（委員名は五十音順） 

                               任期 平成２４年１２月 １日から 

平成２６年１１月３０日まで  

 氏   名 役   職   名 

会長 中下  裕子 弁護士 

副会長 菊竹  雪 多摩美術大学客員教授 

委 員 岩村  和夫 東京都市大学・同大学院教授  
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〃 宮川 眞壽美 横浜商工会議所 議員 

〃 村上  弘一 横浜市商店街総連合会副理事長 

〃 森谷  保 神奈川県県土整備局都市部都市整備課長 

〃 山崎  洋子 作家 

 



屋外広告物審議会 事務局名簿 

                                  

役   職   名 氏   名 
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５.保全活用方針
近代港都「横浜」の歴史を伝える産業遺構である第２号ドックの歴史的・空間的価値を「みなとみらい２
１」の新しい街づくりの中に継承し、一般市民が文化的活動等の多面的利用を通してその空間を体験し得る
ものとして、２５街区開発に取り込んだ一体的計画による保全活用を図る。

６.保全改修の方向性
渠内空間の外観の保全を適切に図り、利用者の安全性を確保していくため、必要な調査を実施の上、以下
の点に留意し、保全改修を進める。

７.保全すべき部位
（１）２号ドックの空間・形状を保全する。
（２）渠壁部分は、旧材を使用し現状どおり復元することを原則とする。
（３）ドック底版部、渠壁開口部、渠口部階段等、活用に必要な部位は修景的保全を図る。

○有効空地計画・・・２号ドック周辺広場（ドック上部）

○旧横浜船渠２号ドック保全活用計画

○計画的市街地施設整備計画書

■横浜市認定歴史的建造物（土木産業遺構：平成元年指定）

（１）保全形態

①市民がドック渠内の空間体験を通して、石造ドックの仕組みを理解できるような保全に努める。
渠内は、構造面の安定性と利用面の安全性の確保の観点から建築物の地下階と一体的な構造とし
て復元する。

②第２号ドックは、その全貌を一体的に把握出来るような渠内長及び断面形を確保すると共に、２
５街区開発全体の計画に整合する保全活用を図るため、第２号ドックは敷地内で若干移動し、そ
の全体形を損なわないように若干縮小する。

③解体移設復元後もドック本来の形態を構成する渠口部、本渠部（２形態）、渠頭部を一体的に保
全し、ドックの全貌が把握できるものとする。

④石造ドックの石積み構造等 は、解体時、適宜、記録保存のこととする。

（２）活用の方向

①単なる歴史的遺産の保存ではなく、みなとみらい２１の街づくりの中でその形態上の特徴を空間
的魅力として活用する。

②第２号ドックの渠内空間は文化的活動等の多面的利用を考え、修景、空間体験、人が集まる活動
を想定し、昼夜間、四季を通しての幅広い活用を図る。

活用事例としては、演劇、パフォーマンス、音楽フェスティバル、ファッションショー、展覧
会・展示会等が想定される。

■みなとみらい２１中央地区 25街区特定街区（平成5年6月変更届）

（１）ドックを敷地内で次の考え方により、ほぼ全体の形状を移設復元する。
①～⑥：略

（２）ドックの活用に際して必要な改修は、その歴史的空間的価値を損なわないよう、留意して進める。
①～④：略
⑤渠内の多目的な利用・活動に必要な施設等整備の措置を講じる。

横浜ランドマークタワー／ドックヤードガーデン「旧横浜船渠第２号ドック 」の位置づけ

■重要文化財指定：旧横浜船渠株式会社第二号船渠（平成9年指定）

１）指定範囲は、ドックを支持する構造躯体に囲まれた範囲とする。

２）指定範囲のうち、ドックの形状を形成する石積み・構造躯体を、文化財の価値を形成する部分として、そ
の保存を図るものとする。

石積み・構造躯体について、三菱地所株式会社は現状の維持につとめ、修理・改修を行う場合には、法第43条・43条の２に規定する修理の届出・現状変更の許

可を要するものする。ただしドックの形状に影響を及ぼさない構造躯体の修理・改修については、届出・許可ともに要されないものとする。

３）指定範囲のうち、扉船・ドック底盤舗装・滝の部分については、旧来のものではないが、ドックの空間を
形成する部分であることから、文化財の価値を形成する部分に順ずる部分として、可能な限りその保存を
図るよう努めることとする。

仕様変更をともなう改修については、法４３条に規定する現状変更の許可を要するものとし、ドック底盤
舗装については、仕様変更をともなわない場合であっても、小規模（約10㎡程度を目安とする）なもの以
外は、法43条の２に規定する修理の届出を要するものとする。

※（「旧横浜船渠第２号ドックの重要文化財指定について」文化庁／地所）確認書より抜粋

※位置づけ：横浜市歴史を生かした街づくり要綱の「横浜市認定歴史的建造物（土木産業遺構）」の指定
７.保全形態
（１）ドック渠内の空間体験により、その歴史性とドックの仕組みを理解可能な最大限の空間として、渠口部、

本渠部、渠頭部を一体的に確保します。
（２）渠内の安全性確保の面から解体復元の手法により全体の建築計画と一体的な構造とします。

〈コモンスペースの形成〉
②25街区におけるコモンスペース －２号ドック周辺広場—

２号ドック周辺広場は、日本丸メモリアルパークや多目的広場と一体性のある空間形成を図り、対比的
な保全形態をもつ１号ドックと２号特区が一対として共通の環境を共有するよう配慮します。
またみなとみらい４号線の歩道沿いは、並木上の植栽により一体性のある散策ルートの形成を図ります。

〈アクティビティフロアの形成〉
②25街区におけるアクティビティフロア —２号ドック及び周辺施設—

市民の利用に供する街の賑わいの核的施設として、親しみのある魅力的なものとします。

※特定街区変更申請（平成5年）より抜粋

※横浜市認定歴史的建造物「旧横浜船渠第２号ドック」（保全と活用に関する計画）より抜粋



■ドック周辺における視認検証                                                                                2013．7．2 

① 
② 

④ 

①（円形広場の階段上から撮影） 

③ 

② 

・・・着色箇所については映像が見えるため、入場規制を予定 

③ ④ 



 
審議事項：条例第６条に掲げる指定地域における適用の除外の取扱いについて 

 
１ 経緯・現状 
 (1) 第 48回審議会： 「当該路線から明らかに展望できない」範囲として以下を 

    検討。 

          ①トンネル・掘割で入口から離れた部分 

          ②高架の直下で曲りから離れた部分 

    → 具体的なエリアの選定には課題があるので、慎重に対応する必要あり。 

 (2) これを受け、事務レベルで慎重に検討中。 

    他方、この間も、本件適用除外規定を根拠とする広告物の設置希望が増加。 

    個別相談・申請への明確な回答を求められるようになってきている。 

 
２．対応(事務局案) 
 (1) 「具体的エリア」を審議会に諮り確定させるまでの間は、事務レベルで一件毎 

  に審査し、審議会で報告。 

 (2) (1)の審査の方法は次のとおり。 

  ア 広告物等(掲出物件を含む。)が「当該路線から展望できない」ことを次の 

 資料等で確認。 

     ・申請者から提出された写真等(路線側・広告物側の双方から撮影) 

     ・必要に応じ、現場確認 

  イ 「展望できない」の取り扱いについては、人工物による遮蔽も可とする。 

    ただし、「当該人工物の変化により展望が可能になったときには許可を継続 

 しない」ことを許可条件とする（継続申請の度に状況を確認）。 

 
[参考条文] 
○横浜市屋外広告物条例  
（禁止地域等） 
第６条 次に掲げる地域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。 

 (5) 道路、鉄道及び軌道の区域並びにこれらに接続する地域で、別に市長が指定す

る範囲内にある地域 

 

○ 横浜市屋外広告物条例に基づく指定地域 

２ 条例第 6 条第 1 項第５号の規定により指定する地域 

道路、鉄道又は軌道 (以

下「道路等」という。)の名

称  

指定地域  

道路等の区域  道路等に接続する地域  

国道 466 号線 (第 3 京浜

道路 )   

横浜市内の区域  道路の中心線から水平距離 500 メートル

以内の地域  

 (中略 )   

適用の除外  

次のいずれかに該当するものは、条例第 6 条第 1 項第 5 号の規定を適用しない。 

  (4) 当該路線から明らかに展望できないと市長が認める広告物等  

議事２ 
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